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１ 三芳町認知症施策推進計画とは 

１）三芳町の考え方（計画策定の趣旨） 

 三芳町では、「高齢者が生きがいをもって、楽しく暮らせるまち」を基本理念

として三芳町高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画を策定し、高齢者の

日々の暮らしを支えるためのまちづくりを進めています。高齢化が進む中で介

護を必要とする方は増えており、令和５年１月に実施した在宅介護実態調査の

結果では、「主な介護者が不安に感じる介護」として、「認知症状への対応」を

挙げる人がもっとも多い状況にありました。このことからも住み慣れた地域で

最期まで暮らすためには、認知症になっても安心して生活できる環境が必要で

す。町では、認知症に関する相談や認知症状への対応方法など、認知症の人や

家族などへの支援、地域支援の基幹施設として令和３年度に認知症サポートセ

ンターを開設し、認知症施策をすすめてきました。 

 認知症施策を進めるにあたり、認知症の人を単に「支える対象」としてとら

えるのではなく、認知症になっても一人の住民として、その個性や能力を発揮

しながら、地域のなかで共に支え合って生きることが重要です。また、認知症

の人の家族など認知症の人に関わる人達も含めて安心して地域で暮らせるよう

に、認知症の人や家族、介護者、地域住民、企業、医療・介護関係者などの多

様な主体がお互いに支え合いながら、協力し合える環境を作ることも重要で

す。 

以上のことから、本計画では誰もが役割や生きがいを持つことができて、地

域で支え合いながら暮らせる三芳町を目指しています。 

 

２）計画の策定方法 

本計画は、認知症の人は単に「支える対象」ではなく、地域で暮らす一人の

住民として、共に支え合いながら生きること、つまり、認知症になっても、で

きること・やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間とつながりながら、役

割を果たし、自分らしく暮らすことを実現するために策定しました。 

地域全体で認知症について考えるために、地域に暮らす人たちが地域の中で

「どのような暮らしがしたいか」、「認知症になっても健康的な生活ができる三

芳町の理想的な姿とは何か」について話し合いを重ねました。そして地域みん

なの思いを確かめ、必要な役割や取組について考えてながら計画を策定しまし

た。 
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３）計画策定のスケジュール 

日程 内容 

令和５年６月～ 

７月 

チームオレンジメンバーとの話し合い開始に向けて、チームオ

レンジメンバーからの意見聴取 

令和５年８月 チームオレンジメンバーとの話し合いを開始 

「第１回チームオレンジの集い」開催 

令和５年９月 「第２回チームオレンジの集い」開催 

令和５年１０月 「第３回チームオレンジの集い」開催 

「第４回チームオレンジの集い」開催 

令和５年１１月 「第５回チームオレンジの集い」開催 

令和５年１２月 「第６回チームオレンジの集い」開催 

「第７回チームオレンジの集い」開催 

令和６年１月 「第８回チームオレンジの集い」開催 

令和６年３月 「第９回チームオレンジの集い」開催 

令和６年７月～ 

８月 

三芳町認知症施策推進計画（案）についての意見聴取 

・埼玉県オレンジ大使からの意見聴取 

・若葉サロン（認知症の人の家族が主催するサロン）からの意

見聴取 

・チームオレンジメンバーからの意見聴取 

・地域包括支援センターからの意見聴取 

・社会福祉協議会からの意見聴取 

・認知症に関する事業所連絡会（介護事業所の自主組織）から

の意見聴取 

令和６年１０月 第１回介護保険推進委員会 

令和６年１２月 第２回介護保険推進委員会 

令和６年１２月～ 

令和７年１月 

パブリック・コメントの実施 

令和７年２月 第３回介護保険推進委員会 

令和７年３月 三芳町認知症施策推進計画の完成 
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４）計画期間 

 三芳町認知症施策推進計画の計画期間は、国の策定する認知症施策推進基本

計画との整合性を図るため、令和７（2025）年度から令和１１（2029）年度ま

での５年間を対象とします。 

R５ R６ R７ R８ R９ R10 R11 … R22 

         

 

  
団塊の世代が 

75 歳以上 

団塊ジュニア世代が 

65 歳以上 

第 9 期介護保険事業計画 

三芳町認知症施策推進計画 

（本計画） 

第 10 期介護保険事業計画 
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２ みんなでつくる認知症施策推進計画（計画の考え方） 

みんなで考えた理想像やそのために必要な取組を、計画としてまとめました。 

１）みんなで考え、話し合いました 

 

 

 

 

 

このように、認知症に関しての悩みや心配事は人によって様々です。 

 

そして多くの人から、 

 

 

 

 

 

認知症の人や家族への支援を考えるために、認知症の人や家族、介護者、介

護事業所の職員など様々な人と話し合いを行ってきました。 

みんなの思いをみんなで共有し、認知症の人が暮らしやすいまちはどんなま

ちかをみんなで考えました。 

 

  

・「家族が認知症と診断されたけど、どうしたらいいの？」 

・「いままでサロンに通っていた人が認知症になったみたいなんだけど、ど

うやって接したらいいの？」 

・「自分が認知症かどうか不安なんだけど、どこに相談したらいいの」 

・「認知症になっても可能な限り今まで通り接してほしい」 

・「認知症になっても自分でできることは自分でやりたい」 

・「認知症になったことが悪いことと言わないでほしい」といった内容が共通

して聞かれました。 

 

写真 
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Step1 こんなまちだといいね 

・チームオレンジメンバー（認知症の人や家族、地域住民）、認知症サポート

センター、地域包括支援センター、行政職員で「認知症になっても健康的な

生活ができる三芳町の理想的な姿」について話し合いました。 

 

Step2 どうしたら実現できるだろう 

・「認知症になっても健康的な生活ができる三芳町の理想的な姿」を実現する

ために必要なことについて話し合いました。 

 

Step3 あちこち聞いてみよう 

・「認知症になっても健康的な生活ができる三芳町の理想的な姿」と「そのた

めに必要な役割や取組」を認知症の人や家族、介護者、医療・介護関係者と

共有し、理想とする町の姿や理想とする町を実現するためのみんなが実施す

るべき役割になどの意見を聴きました。 

 

Step4 みんなで取り組みます 

・みんなで作った計画を共有して、それぞれの役割が達成できるようにみんな

で取り組みます。 

  

写真 
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２）基本理念 

「認知症になっても健康的な生活ができる三芳町の理想的な姿」として、基本理

念を定めました。 

【基本理念の内容】 

「認知症」とは… 

認知症になる可能性は誰もが持っています。認知症に対する不安を感じている

人だけでなく、健康に不安を感じていない人であっても、誰もが認知症のこと

を自分事と考えられるように、認知症の診断や症状などのありなしにかかわら

ず、すべての人が向き合う必要があります。 

 

「いきいきと輝いて」とは… 

旅行に出かけたり、好きなものを買いに行ったり、趣味を続けられるなど、楽し

く生活を送ることができることや、地域活動や行事などで役割を持ち、活動に参

加できることを意味します。 

 

「暮らせる」とは… 

健やか※に過ごすことができ、本人の権利が守られることや認知症の進行予防等

の適切な医療や介護サービス等を受けることができる生活を意味します。 

また、本人のみではなく認知症の人の家族などの本人に関わる人も健やかに過

ごすことができることを意味します。 

※健やかとは、「病気のない状態だけでなく、自身の状態に応じて生活ができていることであり、身体的、

精神的、社会的に良好な状態」（三芳町健康づくり推進計画より） 

 

  

基本理念 

「認知症の人がいきいきと輝いて暮らせるまち」 
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３）目標達成図 

認知症の人がいきいきと輝いて暮らせるまちをめざして 

認知症の人だけでなく、認知症の人にかかわるみんなが暮らしの中で、自分の役

割をひとつずつ、やりとげること、そこからすばらしいまちが生まれます。 

町では、住民とともに２つの基本目標と、４本の柱を立て、行動計画としました。 

これからこのような“まち”を目指して、活動を展開していきます。 

 

 

認知症の人がいきいきと輝いて暮らせるまち（三芳町認知症施推進計画 基本理念） 

基本目標①【予防・社会参加】 

認知症の人が自分らしく毎日楽しく暮らせるまち 

基本施策①-１ 

「認知症の人が趣味や旅行など好きなことを続けられるまち」 

にするために大事なこと 

基本施策①-２ 

「認知症の人が地域で活躍できるまち」 

にするために大事なこと 

 

基本施策②‐１ 

「誰もが認知症について気軽に話せるまち」 

にするために大事なこと 

基本施策②-２ 

「認知症の人や家族が受けられる支援の輪が広がっていくまち」 

にするために大事なこと 

基本目標②【家族支援・生活支援】 

認知症の人が不安なく暮らせるまち 
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３ 基本目標・基本施策・評価指標とめざす目標値 

基本目標では、基本理念を達成するために必要な「住民の役割」、「地域・企業の

役割」、「行政の役割」をまとめています。 

 

基本施策では、基本目標を達成するために必要な条件や環境を『「〇〇なまち」

に大事なこと』として具体例を挙げてまとめています。 

 また、「三芳町はこんな事業で応援します」として、「〇〇なまち」を目指すた

めに行う町の事業をまとめています。 

 

評価指標とめざす目標値では、計画の達成度を測るための指標として、事業の実

施状況を評価するアウトプット指標と事業を実施した結果として住民にもたら

された成果を評価するアウトカム指標をまとめています。 

  

・「住民の役割」とは、年齢や認知症の有無に関わらず、住民 1人ひとり

が心がける役割です。 

 

・「地域・企業の役割」とは、自治会や行政区などの地区組織、サロンや

サークルなどの住民組織、民間企業や介護保険事業所などの民間団体

が、そこに所属する人や関係する人に対して心がける役割です。 

 

・「行政の役割」とは、行政が、住民や地域・企業に対してそれぞれの役

割を果たせるように支援するための役割です。 
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Ⅰ 基本目標①【予防・社会参加】 

１）みんなの役割 

《住民の役割》 

・いつまでも趣味や活動を続けられるように、健康づくり（フレイル予防）に

取り組みます。 

・健康に関心を持ち、自分の生活習慣を振り返り、運動習慣、適切な栄養摂

取、地域の人と交流を持ち、日頃より認知症予防※に取り組みます。 

・認知症になった時も、地域の人達との交流を継続したり、趣味を持ったり生

きがいや楽しみを持ち続けます。 

・認知症になった時も、これまでに担ってきた家庭や地域での自分の役割を続

けていきます。 

・認知症の人がそれまで大切にしてきた活動や役割を、「認知症」になっても

続けられるように協力し合います。 

 

※認知症予防とは、「認知症にならない」ことではなく、「認知症になるのを遅らせる」「認知症

になっても進行を緩やかにする」こと。 

 

  

【予防・社会参加】 

認知症の人が自分らしく毎日楽しく暮らせるまち 

 

写真 
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《地域・企業の役割》 

・運動や人との交流は認知症の予防につながることを理解し、周囲の人を誘っ

て散歩をしたり、運動を取り入れた地域行事などの取組を進めます。 

・「困った時はお互い様」、「助け合うのはあたりまえ」という気持ちを持ち、

声掛けや見守りを通して、認知症の人や家族に優しく寄り添います。 

・一人では外出が難しい認知症の人や、閉じこもりがちな認知症の人を地域の

行事やサークルなどの趣味の集いに誘ったり、行事等に参加しやすいように

内容を工夫したりします。 

・認知症の人の意欲と能力に応じ、働き続けられるよう、職場環境を整備しま

す。 

・認知症になっても同じ仲間としてその人が持つ経験・特技等できる事をいか

した役割が持てるよう、関わります。 

 

  

写真 
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《行政の役割》 

・認知症予防に役立つ知識や情報※を健診や健康教育などの機会に提供した

り、介護予防事業を行います。 

・認知症と診断されても、これまでの暮らしを大切にしながら、自分らしく暮

らし続けることができるということを、本人や家族を含むすべての住民が理

解できるよう、認知症の人が地域で活躍している姿を発信します。 

・若年性認知症等の人たちが集い、本人同士が語り合い、自分達の思いを発信

できるような環境の整備を行います。 

・認知症の人が活躍できるよう、本人ができることや得意なこと等の本人の声

を聞き、それらが発揮できる場や機会がもてるよう支援します。 

・認知症と診断された後も、これまでと変わらない近隣とのつながりを保てる

よう支援します。 

・認知症の人が居場所を求めるとき、本人の意見を聞き、一緒に居場所づくり

を行います。 

・介護保険事業所と連携し、認知症の人の社会参加機会の確保を行います。 

 
※「認知症にならない」のではなく、「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても進行を緩

やかにする」という認知症予防に対する正しい知識 

  

写真 



13 

 

２）基本施策 

《基本施策①-１》 

「認知症の人が趣味や旅行など好きなことを続けられるまち」 

にするために大事なこと 
 

認知症と診断された後も、生きがいを感じて楽しく生活していくために

は、家族や地域社会のつながりの中で、自分の役割を見出したり、趣味を楽

しんだりすることができることが大切です。家族や友人、近所の人などから

「一緒にカラオケに行きましょう」や「友人と一緒に旅行楽しんできてね」

など、楽しみを続けることを応援する人が認知症の人の身近にいることはと

ても大事なことです。認知症の人が一人でも安心して外出できるように、住

民が互いの「ふれあい」や「思いやり」の輪を広めていくことも大切です。 

しかし、「認知症と診断された人は周囲に迷惑をかける行動をする」という

誤った先入観があります。認知症と診断された本人が誤った先入観を持って

いると、好きなことや役割を続けることに対して、自信を失ったり、諦めが

ちになったりして、自ら地域との関わりを閉ざしてしまうこともあります。

このことからも、認知症に関する正しい知識の普及はとても大事なことで

す。 

 

 

《三芳町はこんな事業で応援します》 

（１）認知症の人の活動を応援するための取組 

〇 チームオレンジメンバーによる活動の実施 

〇 チームオレンジコーディネーターの配置 

（２）認知症の正しい知識を広めるための取組 

〇 認知症サポーター養成講座の実施 

〇 認知症ケアパスの普及 

〇 認知症簡易チェックサイト（認知症初期スクリーニングシステム）の

利用促進 

〇 認知症の普及啓発イベントの実施 

（３）認知症予防・フレイル予防のための取組 

〇 介護予防に関する教室や講座の実施 

〇 高齢者の保健予防と介護予防の一体的な実施 
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《基本施策①-２》 

「認知症の人が地域で活躍できるまち」にするために大事なこと 
 

出来ることや得意なことは人によって様々です。認知症になっても変わらず

出来ることや得意なこと活かしたり、認知症になったからこそできる「経験」や

「思い」を共有したりする機会が持てることはとても大切なことです。 

また、若年性認知症の人にとっても高齢者の場合と同様に、認知症になっても

支えられるだけでなく、支える側として役割と生きがいを持って生活できる環

境を作っていくことが大切です。 

例えば、こども食堂などの地域のみんなが集まる場所で、認知症の人もそうで

ない人もみんなで一緒に料理を作ったり、子どもとゲームをしたり、歌を歌った

りする。認知症の人が自分の思いや希望を伝えながら、地域の人たちと一緒に活

動できる場所があることは大事なことです。 

 

 

《三芳町はこんな事業で応援します》 

（１）認知症の人同士が思いを共有し、発信するための取組 

〇 若年性認知症等の本人による「本人ミーティング」の実施 

〇 認知症希望大使（埼玉県オレンジ大使）の活動の支援 

（２）若年性認知症等の人が活躍できる場所を作るための取組 

〇 チームオレンジコーディネーターの配置 

〇 認知症通所介護事業所における社会参加支援の実施 

 

 

  

写真 
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Ⅱ 基本目標②【家族支援・生活支援】 

１）みんなの役割 

《住民の役割》 

・認知症についての困りごとが生じた時には、一人で抱えず、友人や民生委員な

どの身近な人に話をして必要な協力を求めるようにします。 

・地域包括支援センターや認知症サポートセンターなどの、認知症に関する相談

機関などに悩みや不安を早めに相談するようにします。 

・認知症に関心を持ち、物忘れ等の症状が気になったら、早めに医療機関を受診

して適切な助言や治療を受けるようにします。 

 

  

【家族支援・生活支援】 

認知症の人が不安なく暮らせるまち 

写真 
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《地域・企業の役割》 

・認知症の人やその家族、介護者が困っている時には、近隣や友人など身近な人

が認知症についての悩みを聞いたり、認知症の人の気持ちや意向を尊重して見

守りや手助けなどをしていきます。 

・認知症の人やその家族、介護者がゆとりを持って生活を続けられるようにリフ

レッシュできる場を作るようにします。 

・認知症の人やその家族がお互いの経験などを話し合い、不安の軽減や仲間づく

りができるように、認知症の人やその家族などの当事者同士の交流ができる場

を作るようにします。 

・認知症の人と身近に接する人たちが、認知症の人の日常的な声に耳を傾け「本

人からの発信」を受け取り、本人の希望や希望を叶えるために必要な支援など

を、行政・関係機関と共有します。 

・企業は認知症の介護のことで休暇を取ることに理解を示し、協力します。 

・企業は認知症の人が利用しやすい店、環境づくりが大切であることを理解し

て、地域の一員として、店舗だけでなく地域全体を対象とした取組も考えてい

きます。 

 

  

写真 
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《行政の役割》 

・家族や周囲の人が困りごとや不安など様々な負担を抱え込んでしまわないよ

うに、身近な人や専門職に相談できる環境を整備します。 

・認知症の早期発見・早期対応が行えるよう、かかりつけ医、地域包括支援セ

ンター、認知症疾患医療センター等が連携し、認知機能に低下のある人や認

知症の人に対して早期発見・早期対応が行える体制を整えます。 

・生活のあらゆる場面で、認知症になってからも地域で普通に暮らし続けてい

ていけるよう認知症のバリアフリーの推進（認知症の人の生活上の困りごと

の解消）を目標とした取組を行います。 

・認知症の人や家族の支援ニーズと認知症サポーター等を中心とした支援者を

つなぐ仕組み（「チームオレンジ」）を構築し、地域一丸となり、認知症の人

を支える体制を整えます。 

・医療・介護関係者等の支援者がスムーズな連携や協働ができるよう、本人主体

の認知症ケアの認識や価値観の共有ができるよう支援体制を作ります。 

 

 

 

 

 

  

写真 
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２）基本施策 

《基本施策②-１》 

「誰もが認知症について気軽に話せるまち」にするために大事なこと 

 

認知症の人の家族からは、気軽に認知症に関する不安や悩みを話せる人が隣

近所にいたり、介護者の仲間がいることで安心できるという話を聞きます。 

地域の人が地域包括支援センターや認知症サポートセンターなどの認知症の

相談機関を知っていて、「ここに相談してみたら？」と声をかけてくれるこ

と。そして、いつでも専門家に相談できる環境があることは認知症の人の家族

にとって安心につながります。 

また、認知症の困りごとを相談し、介護サービスなどを利用することで、認

知症の人にとっては適切な支援を受けることにつながり、家族にとっては自分

の時間を持てるなどのリフレッシュにもなります。 

家族が認知症になった時に、地域の人など身近にいる人が認知症の人や家族

の気持ちを理解し、気軽に話し合えることはとても大事なことです。 

《三芳町はこんな事業で応援します》 

（１）認知症についての心配ごとを解消するための取組 

〇 高齢者の総合相談の実施 

〇 認知症初期集中支援チームの設置 

〇 認知症ケア相談の実施 

（２）認知症の正しい知識を広めるための取組 

〇 認知症サポーター養成講座の実施 

〇 認知症ケアパスの普及 

〇 認知症簡易チェックサイト（認知症初期スクリーニングシステム）の

利用促進 

〇 認知症の普及啓発イベントの実施 

（３）認知症の人や家族、介護者を支えるための取組 

〇 はじめての認知症介護教室・介護教室の実施 

〇 介護者交流会の実施 

〇 地域包括ケア連絡会の実施 

〇 介護保険サービスの提供 

（４）認知症の人の状態に応じた適切な医療や介護を提供するための取組 

〇 認知症地域支援推進員の配置 

〇 認知症多職種協働研修の実施 

（５）認知症の人を守るための取組 

〇 権利擁護（成年後見制度・消費生活相談等）の活用支援 
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《基本施策②-２》 

「認知症の人や家族が受けられる支援の輪が広がっていくまち」 

にするために大事なこと 

 

認知症の人や家族が地域で安心して暮らしていくためには、認知症の正しい

知識が広がっていくとともに、認知症の人やその家族の気持ち、意向を尊重し、

さりげない見守りや配慮ができる地域づくりを進めることが大切です。  

認知症になってからも、移動、買物、金融機関や公共機関の手続きなど、生活

のあらゆる場面で、普通に暮らしていくための障壁を減らしていくことも大切

です。 

認知症の人は新しいことが覚えにくくなっていて、機械の操作などの苦手な

ことが出てきます。例えば、スーパーにパンを買いに行った時に、セルフレジの

使い方が分からずに困っていると、店員さんが「操作で分からないことがありま

すか？」など、優しく声をかけてくれる。周りの人もレジが遅いことに対して、

ゆとりをもった対応ができる。特別なことをしなくても、一人ひとりが「ちょっ

としたサポート」を気軽にできることで支援の輪が広がっていきます。 

 

《三芳町はこんな事業で応援します》 

（１）認知症の人や家族、介護者を支援するサポーターを養成するための取組 

〇 認知症サポーター養成講座の実施 

〇 認知症サポーターステップアップ講座の実施 

（２）認知症の人や家族、介護者を支えるための取組 

〇 チームオレンジメンバーによる活動の実施 

〇 チームオレンジコーディネーターの配置 

〇 ささえあい・みよし（生活支援体制整備推進協議体）の設置 

〇 認知症カフェの実施 

（３）認知症バリアフリー化のための取組 

〇 認知症フレンドリー企業登録制度（仮）の活用 

〇 企業型認知症サポーター養成講座の実施 

〇 企業への個別相談会の実施 

 

  

写真 
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Ⅲ 評価指標とめざす目標値 

１）評価指標の設定 

計画全体に対する評価指標を設け達成状況を客観的に評価します。評価指標

には、事業の実施状況をはかる指標として活動指標（アウトプット指標）と事

業による効果や達成の成果を示す指標として成果指標（アウトカム指標）を設

定しました。 

めざす目標の評価年度は計画の最終年度である令和 11年としました。 

 

２）評価指標の考え方 

《活動指標（アウトプット指標）》 

事業の具体的な活動量や活動実績をはかる指標。資源（人材や予算など）を

投入して、どのような活動を行ったのか、どのようなサービスを提供したのか

など、実施した活動量や事業量をはかる指標。 

（例）認知症サポーター養成者数や認知症カフェの参加者数等 

 

《成果指標（アウトカム指標）》 

行政活動の成果をはかる指標。活動の結果として、住民にもたらされた便益

や実感など、どれだけの成果（効果・効用）がもたらされたかを表す指標。 

（例）生活満足度、住民意識などをはかる指標 

 

３）計画全体に対する評価指標と目標値 

本計画の基本理念の実現に向けた評価指標として、「主観的幸福感（成果指標）」

「活動への参加」「地域の支援体制」を指標とし、それぞれについてめざす目標

値を定めました。 
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《活動指標（アウトプット指標）》 

※1 三芳町健康増進課資料 

 

 

 

《成果指標（アウトカム指標）》 

指標区分 成果指標 
現状値 

（令和 5年） 

めざす目標値 

（令和 11年） 

主観的 

幸福感 
自分が幸せだと思う人の割合※1 65.5％ 88％ 

活動への

参加 

健康づくりや趣味等のグループ活動を行

って、いきいきとした地域づくり活動に参

加したい人の割合※2 

59.4％ 65％ 

生きがいがある人の割合※2 55.9％ 65％ 

地域の 

支援体制 

認知症に関する相談窓口を知っている人

の割合※2 
24.8％ 50％ 

チームオレンジメンバー登録人数※3 60人 110人 

町内の人が困っていたら手助けをする人

の割合※1 
56.0（偏差値） 57.4（偏差値） 

※1 三芳町意識調査（令和５年１月実施） 

※2 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（令和５年１月実施） 

※3 三芳町健康増進課資料 

指標区分 活動指標 
現状値 

（令和 5年） 

めざす目標値 

（令和 11 年） 

活動への

参加 

通いの場等へ参加している高齢者数※1 1,035人 1,680人 

認知症の人同士による「本人ミーティン

グ」の実施回数※1 
未実施 年 12回 

地域の 

支援体制 

高齢者の総合相談件数※1 3,594件 3,690件 

認知症サポーター養成講座の実施回数・ 

養成人数※1 
19回・350人 40回・400人 

認知症カフェの実施回数・参加人数※1 163回・788人 
240回・ 

1,200人 
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三芳町  

埼玉県 

国 

４ 資料編 

１）計画の関連図 

 本計画は、認知症基本法第 13 条に基づく「市町村認知症施策推進計画」とし

て策定する計画です。 

 本町では、国の施策に基づき、高齢者福祉計画・三芳町介護保険事業計画の重

点的な取組の 1つに「認知症施策」を掲げ、認知症施策を総合的かつ計画的に推

進してきました。本計画は、国の大綱と法の主旨にも基づき、第 9期介護保険事

業計画と調和のとれた計画とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

認知症施策推進基本計画（令和７～１１年度） 

埼玉県 

認知症施策推進計画 

埼玉県高齢者支援計画 

（令和６～８年度） 

三芳町高齢者福祉計画 

第９期介護保険事業計画 

（令和６～８年度） 

整 

合 

整 

合 

三芳町認知症施策 

推進計画 

（令和７～１１年度） 

三芳町地域福祉計画 

三芳町第６次総合計画 

整合 

調和 

第８次埼玉県地域保健医療計画 

（令和６～８年度） 

三芳町障がい者福祉計画 

三芳町障がい福祉計画 

三芳町障がい児福祉計画 

関係計画 等 
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２）三芳町の概況 

（１）総人口と高齢者人口の推計（第 9期介護保険事業計画より） 

65歳以上の高齢者人口は令和 8年までは増減を繰り返していますが、令和 8年

以降は令和 17年まで減少し、団塊ジュニア世代が 65歳以上を迎える令和 22

年には再度増加に転じると推計しています。高齢化率についても令和 17年ま

では 28％台を推移していますが、令和 22 年には 31％を超えると推計していま

す。 

生産年齢人口は令和 8年まで増加し続けますが、それ以降は減少することが見

込まれており、年少人口は令和 22年まで一貫して減少し続けることが見込ま

れています。 

 

■人口推計 

単位：人(人数)、%(割合) 

 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和 12 年 令和 17年 令和 22年 

人
数 

合計 37,509 37,474 37,560 37,464 37,188 36,360 35,688 

65歳以上 10,773 10,674 10,746 10,619 10,544 10,536 11,227 

15-64歳 22,477 22,587 22,664 22,754 22,681 21,967 20,842 

０-14歳 4,259 4,213 4,150 4,091 3,963 3,857 3,619 

割
合 

65歳以上 28.7 28.5 28.6 28.3 28.4 29.0 31.5 

15-64歳 59.9 60.3 60.3 60.7 61.0 60.4 58.4 

０-14歳 11.4 11.2 11.0 10.9 10.7 10.6 10.1 

資料：住民基本台帳に基づく推計(各年 10 月１日) 
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（２）認知症および軽度認知障害（MCI）※患者数の推計（独自推計） 

認知症患者数、MCI 患者数ともに令和 22 年にかけて増加傾向にあります。 

令和 12年以降は、高齢者の約 30％が何らかの認知症状を有しながら生活をし

ている状況になると推測されます。 

※軽度認知障害（MCI）とは、認知症の前段階にあたる状態。認知機能の低下や記憶力の低下などがみら

れるが、日常生活には大きな支障をきたしていない状態を言います。 

 

 

 

 

 認知症患者数の推計値 MCI患者数の推計値 

令和 7年 1,386人（12.9％） 1,655人（15.4％） 

令和 12年 1,497人（14.2％） 1,687人（16.0％） 

令和 17年 1,580人（15.0％） 1,696人（16.1％） 

令和 22年 1,673人（14.9％） 1,751人（15.6％） 

※（）内の数値は 65 歳以上の人口に占める割合 

参考：九州大学大学院医学研究院 衛生・公衆衛生分野 二宮利治教授「認知症及び軽度認知障害の有病

率調査並びに将来推計に関する研究」 

算出方法：「認知症及び軽度認知障害の有病率並びに将来推計に関する研究」において示された、わが国

における認知症および MCI の患者数と有病率の将来推計から、三芳町における認知症患者数及

び MCI 患者数を推計 
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３）評価指標と目標値に関する出典・現状値等 

本計画の評価指標とする目標値の出典、現状値の算出については次のとおりで

す。 

 

《活動指標（アウトプット指標）》 

項目 出所 現状値の算出 

通いの場等へ参加している高齢者

数 

三芳町健康増進課資料 

介護予防・日常生活支援総合事業等（地

域支援事業）の実施状況調査における

通いの場参加者数 

認知症の人同士による「本人ミー

ティング」の実施回数 
本人ミーティング実施回数 

高齢者の総合相談件数 
地域包括支援センターにおける総合相

談件数 

認知症サポーター養成講座の実施

回数・養成人数 

認知症サポーター養成講座開催数・養

成人数 

認知症カフェの実施回数・参加人

数 
チームオレンジメンバー登録人数 

 

《成果指標（アウトカム指標）》 

項目 出所 現状値の算出 

自分が幸せだと思う人の割合 

三芳町意識調査報告書

（令和５年１月実施・三

芳町政策推進室） 

問 11 あなたは現在どの程度幸せかに

ついての選択肢で 6点以上の合計の割

合 

健康づくりや趣味等のグループ活

動を行って、いきいきとした地域

づくり活動に参加したい人の割合 
介護予防・日常生活圏域

ニーズ調査（令和５年１

月実施・三芳町健康増進

課） 

問５（２）地域住民の有志によって、健

康づくり活動や趣味等のグループ活動

を行って、いきいきした地域づくりを

進めるとしたら、その活動に参加して

みたいと思うかについての選択肢で

「是非参加したい」、「参加してもよ

い」、「既に参加している」の合計の割

合 

生きがいがある人の割合 
問４（18）生きがいはありますかについ

ての選択肢「生きがいあり」の割合 

認知症に関する相談窓口を知って

いる人の割合 

問８（２）認知症に関する相談窓口を知

っているかについての選択肢「はい」の

割合 

チームオレンジメンバー登録人数 三芳町健康増進課資料 チームオレンジメンバー登録人数 

町内の人が困っていたら手助けを

する割合 

三芳町意識調査報告書

（令和５年１月実施・三

芳町政策推進室） 

問 12Ａ町内の人が困っていたら手助け

をするかついての回答の全体の偏差値 
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４）三芳町の取組と認知症基本法における基本的施策との関係 

三芳町における取組及び三芳町認知症施策推進計画における基本施策と認知症

基本法における基本的施策の関係は以下のとおりです。 

 

町の取組 三芳町認知症推進計画 

における基本施策 

認知症基本法における

基本的施策 

①認知症サポーター養成講座 

②認知症ケアパス 

③認知症簡易チェックサイト（認知症

初期スクリーニングシステム） 

④認知症の普及啓発イベント 

認知症の人が趣味や旅

行など好きなことを続

けられるまち 

認知症の人に関する国

民の理解の増進等 

誰もが認知症について

気軽に話せるまち 

⑤若年性認知症等の本人の「本人ミー

ティング」 

⑥認知症希望大使（埼玉県オレンジ大

使） 

⑦チームオレンジコーディネーター 

認知症の人が地域で活

躍できるまち 

認知症の人の生活にお

けるバリアフリー化の

増進 

⑧認知症フレンドリー企業登録制度 

⑨企業型認知症サポーター養成講座 

⑨企業への個別相談会 

認知症の人や家族が受

けられる支援の輪が広

がっていくまち 

⑦チームオレンジ 

⑦チームオレンジコーディネーター 

認知症の人が趣味や旅

行など好きなことを続

けられるまち 

認知症の人の社会参加

の機会の確保等 

⑦チームオレンジコーディネーター 

⑩認知症通所介護事業所における社

会参加支援 

認知症の人が地域で活

躍できるまち 

①認知症サポーター養成講座 

①認知症サポーターステップアップ

講座 

⑦チームオレンジ 

⑦チームオレンジコーディネーター 

⑪ささえあい・みよし（生活支援体制

整備事業） 

⑫認知症カフェ 

認知症の人や家族が受

けられる支援の輪が広

がっていくまち 

⑬権利擁護（成年後見制度・消費生活

相談等） 

認知症の人や家族が受

けられる支援の輪が広

がっていくまち 

認知症の人の意思決定

の支援及び権利利益の

保護 
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町の取組 三芳町認知症推進計画 

における基本施策 

認知症基本法における

基本的施策 

⑭認知症初期集中支援チーム 

 

 

誰もが認知症について

気軽に話せるまち 

保健医療サービス及び

福祉サービスの提供体

制の整備等 

⑮介護保険サービス 認知症の人や家族が受

けられる支援の輪が広

がっていくまち 

⑯高齢者の総合相談 

⑭認知症初期集中支援チーム 

⑰認知症ケア相談 

⑱はじめての認知症介護教室・介護教 

室・介護者交流会 

⑲地域包括ケア連絡会 

⑮介護保険サービス 

誰もが認知症について

気軽に話せるまち 

相談体制の整備等 

⑳認知症地域支援推進員 

㉑認知症多職種協働研修 

認知症の人や家族が受

けられる支援の輪が広

がっていくまち 

研究等の推進等 

㉒介護予防に関する教室や講座 

㉒高齢者の保健予防と介護予防の一

体的な実施 

認知症の人が趣味や旅

行など好きなことを続

けられるまち 

認知症の予防等 

 

①認知症サポーター養成講座・ステップアップ講座 

認知症サポーターとは、「認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認

知症の人やその家族に対してできる範囲で手助けする人」のことです。 

認知症サポーター養成講座は、「認知症サポートセンター」での定期開催及び

出張開催も実施しています。 

また、認知症サポーターが認知症への理解を深め、地域でのボランティア活

動等を行うために必要な知識や地域で行われている活動を知るための講座と

して、認知症サポーターステップアップ講座を開催しています。 

 

②認知症ケアパス 

認知症ケアパスとは、認知症の人やその家族が「いつ」「どこで」「どのよう

な」医療や介護サービスが受けられるのか、認知症の様態に応じたサービス提

供の流れをまとめたものです。 

三芳町では、誰もが手に取りやすいように情報をコンパクトにまとめた「知

ってあんしん認知症ガイドブック」を作成し、配布を行っています。 
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③認知症簡易チェックサイト（認知症初期スクリーニングシステム） 

認知症は早期発見、早期治療を行うことで進行が緩やかになることもありま

す。早期に認知症の疑いに気づくための支援として、町公式ホームページにて

認知症簡易チェックサイトを公開しています。 

 

④認知症の普及啓発イベント 

認知症に関する正しい知識の普及啓発のため、認知症の人や介護者、関係者

等による講話等を行っています。 

 

⑤若年性認知症等の本人の「本人ミーティング」 

本人ミーティングとは、認知症の本人が集い、本人同士が主になって自らの

体験や希望、必要としていることを語り合い、自分たちのこれからのよりよい

暮らしや暮らしやすい地域のあり方などを一緒に語り合う場のことです。 

三芳町では、認知症カフェに参加している認知症の人から認知症地域支援推

進員などが意見を聞き、認知症地域支援推進員や地域包括支援センター、介護

事業所等の関係者での共有を行っています。 

 

⑥認知症希望大使（埼玉県オレンジ大使） 

認知症希望大使とは、認知症の人本人からの発信の機会を増やすことにより、

認知症の人とともに普及啓発を進めていくことを目的として、国や県が任命を

しています。国では 7人、埼玉県では 5 人の大使が任命され講演活動等を行っ

ています。 

三芳町では、令和 6年度に町内在住の方が埼玉県オレンジ大使として任命さ

れました。 

 

⑦チームオレンジ・チームオレンジコーディネーター 

チームオレンジとは、チームオレンジメンバー（認知症サポーターステップ

アップ講座を受講した認知症サポーター）が中心となり支援チームを作り、認

知症の人やその家族の支援ニーズに合った具体的な支援につなげる仕組みの

ことです。認知症の人もチームの一員として参加することで、本人が活躍でき

る場でもあり、「支援する人、される人」という関係ではなく、対等な関係とし

て地域共生社会をめざしていきます。 

チームオレンジの取組を進めるために、チームオレンジコーディネーが配置

され、認知症サポーターステップアップ講座の開催やチームオレンジメンバー

の支援等を実施しています。 

三芳町では、令和５年度末時点で 60 人がチームオレンジメンバーとして登

録しており、認知症カフェを中心とした活動を行っています。 
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⑧認知症フレンドリー企業登録制度 

認知症サポーター養成講座を受講した企業で、認知症の人が利用しやすいサ

ービスの提供や認知症の人の社会参加の機会の提供などを行っている企業を

認証する制度です。令和７年度より開始を予定しています。 

 

⑨企業型認知症サポーター養成講座・企業への個別相談会 

企業を対象とした認知症サポーター養成講座として、認知症の人への対応方

法や雇用継続の相談などの個別相談とセットで実施します。令和７年度より開

始予定です。 

 

⑩認知症通所介護事業所における社会参加支援 

認知症の人の社会参加の機会を増やすためには、介護事業所における取組も

重要であり、通所介護事業所の運営規定には地域住民やのランティア団体等と

の連携を進めることも求められています。 

三芳町では、認知症通所介護事業所において認知症カフェや子ども食堂など

の取組を行い、利用者である認知症の人も活動に参加しています。 

 

⑪ささえあい・みよし（生活支援体制整備事業） 

ささえあい・みよしでは、介護保険サービスや公的支援のみでは対応できな

い、ちょっとした日常生活の支援等（ペットの世話や庭木の手入れなど）の身

近な地域における支え合いの体制づくりを進めるために、ラジオ体操などの通

いの場の立ち上げ支援や生活支援団体の立ち上げ支援を行っています。 

認知症になっても地域との関係性を途切れさせないために、通いの場の主催

者などへ通いの場の必要性等の普及啓発も実施しています。 

 

⑫認知症カフェ 

認知症カフェとは、認知症の人やその家族、地域住民、介護や福祉の専門家

など、誰でも気軽に集える場所です。 

三芳町では、町の委託事業として介護保険事業所、医療機関で開催されてい

ます。また、住民による活動として、認知症の人の家族やチームオレンジメン

バーによる認知症カフェも開催されています。 

認知症カフェでは、参加者同士での交流を深めることで地域での仲間づくり

ができたり、町で委託している認知症カフェでは、専門職に悩みの相談ができ

たり、認知症についての知識を学ぶこともできます。 
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⑬権利擁護（成年後見制度・消費生活相談等） 

認知症になると理解・判断能力の低下により、意思決定の支援が必要になる

ことがあります。認知症の人を消費者被害等から守り、本人の権利利益の保護

が図れるように、成年後見制度の利用支援や消費生活相談等の支援を実施して

います。 

 

⑭認知症初期集中支援チーム 

認知症初期集中支援チームとは、認知症になってもできる限り住み慣れた地

域で暮らせるように、認知症の本人及び家族の支援のために、医療・介護の専

門職がチームを組み、自宅を訪問して、適切な医療サービスや介護サービスに

つなぐための短期間集中的（おおむね 6 か月）な支援を行う取組です。 

三芳町では、地域包括支援センターと健康増進課がチームを組み支援を行っ

ています。 

 

⑮介護保険サービス 

要支援・要介護認定者は介護支援専門員等が作成するケアプランに基づき、

自宅や施設で日常生活の支援やリハビリテーションなどのサービスを受ける

ことができます。 

介護保険サービスの利用方法やどのようなサービスが利用できるのかなど、

これから介護保険サービス利用を検討する方などは、地域包括支援センターで

相談に乗ることができます。 

 

⑯高齢者の総合相談 

地域包括支援センターでは、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等の

医療や介護の専門職が連携して高齢者の総合相談を実施しています。 

三芳町では 2か所の地域包括支援センターにて、自分自身の介護予防・認知

症予防に関する相談や介護サービスの利用に関する相談などに応じています。 

 

⑰認知症ケア相談 

認知症の症状への対応はその人ごとに様々であり、個別の対応が必要です。

認知症の人の家族への支援として、認知症サポートセンターでは、認知症介護

の経験のある介護福祉士、社会福祉士による認知症ケア相談を実施しています。 
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⑱はじめての認知症介護教室・介護教室・介護者交流会 

認知症の人の家族や介護者が介護を続けていくにあたり、「どまどい・否定」、

「混乱・怒り・拒絶」、「割り切りまたは、あきらめ」、「受容」の 4 つの心理的

ステップをたどると言われています。 

特に、認知症と診断されて間もない家族にとっては、本人の言動の変化に対

するとまどいや認知症の症状に対する混乱など、様々な不安を抱えている場合

があります。 

はじめての認知症介護教室では、同じ悩みや不安を抱える家族や介護者に対

して認知症の症状や進行、利用できるサービスなどの知識や家族・介護者同士

の交流の機会を持つことで認知症介護の初期に感じる不安などを軽減できる

ように取り組みます。 

また、認知症の段階や家族の受容状況に関わらず、介護の基本的な知識や家

族・介護者の仲間づくりの機会として、介護教室や介護者交流会を実施してい

ます。 

 

⑲地域包括ケア連絡会 

認知症の人がより良いケアを受けるためには、家族・介護者だけが介護を行

うのではなく、介護サービスや地域の助け合いなどの活用や休息の必要性の理

解を広めていく必要があります。 

埼玉県ではケアラー支援条例を定め、埼玉県ケアラー支援計画において、「全

てのケアラーが個人として尊重され、健康で文化的な生活を営むことができる

社会の実現」を基本理念としています。 

三芳町においては、令和 2年よりケアラーケア連絡会を実施し、ケアラーか

らの意見を踏まえて、「知ってあんしん認知症ガイドブック」の作成や「認知症

サポートセンター」の開設を行ってきました。今後は、チームオレンジなど新

たな取り組みも開始されたことから、これまで実施してきたケアラーケア連絡

会を再構築し、ケアラーの意見をより多くの関係者が取り入れる機会を持つこ

とで、ケアラーと認知症の人がより良い生活を送れるように支援を進めていき

ます。 

※ケアラーとは、高齢、身体上又は精神上の障害又は疾病等により援助を必要とする親族、友人その他

の身近な人に対して、無償で介護、看護、日常生活上の世話その他の援助を提供する者を言います。（埼

玉県ケアラー支援条例より） 
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⑳認知症地域支援推進員 

認知症地域支援推進員は、認知症の人やその家族が、住み慣れた地域で安心

して暮らし続けられるよう、行政・医療機関・介護事業所などの関係機関をつ

なぎ、住民の日常生活を支援する専門職です。 

三芳町では、認知症サポートセンター、地域包括支援センター、健康増進課

に配置されており、「認知症多職種協働研修」や「認知症ケア相談」、「認知症カ

フェの開催支援」などを行っています。 

 

㉑認知症多職種協働研修 

医療・介護従事者による認知症ケアの質の向上を目指して、相互の専門性を

理解しながら、生活面における課題や医療面における課題を共有し、共通の目

標を持って支援を行うために必要な知識等の普及啓発のための研修会を認知

症サポートセンターにて実施しています。 

 

㉒介護予防に関する教室や講座・高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 

認知症の発症を予防するための方法は確立されていませんが、「発症を遅ら

せる」、「進行を緩やかにする」方法については、様々な知見が集積されてきて

おり、WHO によるガイドラインでは認知機能低下及び認知症のリスク低減に向

け、「身体活動」や「栄養」、「社会活動」、「生活習慣病」、「うつ」、「難聴」など

12 の項目について介入することが推奨されています。（令和 4 年 3 月 国立長

寿医療研究センター「市町村における認知症予防の取組推進の手引き」） 

三芳町では、身体活動や栄養、社会参加活動等への対策として、フレイル予

防に関する事業を実施する他に、特定健診や後期高齢者の健康診査等の健診デ

ータを基にした生活習慣病予防等の事業を実施しています。 
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５）チームオレンジメンバーとの話し合いの経過 

計画の策定に先立って、チームオレンジメンバーとの話し合いを行い、その経過

をまとめました。 

 

  

  

 

 

  

【第 1回：8月 23日 参加人数：23人】 

チームオレンジメンバーの集いを開始し

ました。 

はじめてのワークショップでしたが、多

くのメンバーが集まり、これからのチー

ムオレンジの活動やみんなの気持ちな

ど、みんなで楽しく話し合いました。 

【第 2回：9月 13日 参加人数：19人】 

第 2回の集いでは「認知症の人が○○でき

る三芳町は健康的な町だ」をテーマに 5つ

のグループに分かれて話し合いました。 

「好きなところに出かけたいね」、「趣味は

続けたいな」、「地域の人と交流を続けた

い」など様々な意見が出てきました。 
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【第 3回：10月 11日 参加人数：17人】 

各グループで考えた「認知症の人が○○

できる健康的な三芳町」を全員で共有し

ました。 

各グループの発表に対して、「認知症を

理解することは大切だね」、「地域の人と

交流を続けるためには何が必要なんだ

ろう」など、みんなで話し合いました。 

【第 4回：10月 31日 参加人数：18人】 

各グループで考えた「認知症の人が○○

できる健康的な三芳町」を実現するため

に、地域にどのような環境が必要かなど

を各グループで話し合いました。 

理想とする町に必要なことを、なるべく

具体的にするためにみんなで一生懸命

考えました。 
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【第 5回：11月 15日 参加人数：16人】 

話し合いが少しずつ難しくなってきた

ので、これまでの話し合いや今後の進め

方を整理するために、振り返りのための

講義などを行いました。 

「なんのために」、「誰と」、「どこで」な

ど、具体的に考えるためのヒントが出て

きました。 

【第 6回：12月 6日 参加人数：14人】 

前回の講義を受けて、理想とする三芳

町を実現するための取組や活動を具体

化できるように、各グループで話し合

いました。 

「チームオレンジメンバーとしてでき

ることはなんだろう」、「認知症の人が

安心して外出や買い物ができるために

は何が必要なんだろう」など、みんなで

意見を出し合いながら形にしていきま

した。 
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【第 7回：12月 25日 参加人数：24人】 

クリスマスの日に開催した集いにも多

くの人が参加しました。 

各グループで話し合った内容を一つの

形にするために、まとめ方を整理するた

めの講義を行いました。 

完成に向けてもう一息。みんなで話し合

いを進めていきました。 

【第 8回：1月 17日 参加人数：14人】 

最後の集いに向けて、各グループで話し

合ってきた内容を再確認して、まとめる

ための話し合いを行いました。 

最初の話し合いでは「好きなことを続け

たいね」、「いままで通りの生活ができた

らいいね」という表現だったものが、「○

○へ行きたい」、「趣味のサロンを続けた

い」などの具体的な意見に変わり、地域

で活動するチームオレンジメンバー（認

知症サポーター）を増やす、などの具体

的な取組も出てきました。 
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【第 9回：3月 6日 参加人数：12人】 

これまでの約半年間（8回）の話し合い

を重ねて完成した、5 つのグループの

「理想とする三芳町の姿」と「そのため

に必要な取組」を発表しました。 

参加したメンバーからは、「話し合いは

難しかったけど、メンバーで話し合う

ことができてよかった」、「自分たちで

何ができるか今後も考えたい」などの

前向きな意見がたくさん聞かれまし

た。 
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６）関係法規等 

（１）共生社会の実現を推進するための認知症基本法（令和５年法律第 65 号） 

 

令和五年法律第六十五号 

共生社会の実現を推進するための認知症基本法 

目次 

第一章 総則（第一条―第十条） 

第二章 認知症施策推進基本計画等（第十一条―第十三条） 

第三章 基本的施策（第十四条―第二十五条） 

第四章 認知症施策推進本部（第二十六条―第三十七条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、我が国における急速な高齢化の進展に伴い認知症である者（以下「

認知症の人」という。）が増加している現状等に鑑み、認知症の人が尊厳を保持しつつ

希望を持って暮らすことができるよう、認知症に関する施策（以下「認知症施策」とい

う。）に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにし、及び認知症

施策の推進に関する計画の策定について定めるとともに、認知症施策の基本となる事項

を定めること等により、認知症施策を総合的かつ計画的に推進し、もって認知症の人を

含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ

支え合いながら共生する活力ある社会（以下「共生社会」という。）の実現を推進する

ことを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「認知症」とは、アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳

血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状

態として政令で定める状態をいう。 

（基本理念） 

第三条 認知症施策は、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができる

よう、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 

一 全ての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常

生活及び社会生活を営むことができるようにすること。 

二 国民が、共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正しい知識及び認

知症の人に関する正しい理解を深めることができるようにすること。 

三 認知症の人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるものを除去するこ

とにより、全ての認知症の人が、社会の対等な構成員として、地域において安全にか

つ安心して自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、自己に直接関

係する事項に関して意見を表明する機会及び社会のあらゆる分野における活動に参画
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する機会の確保を通じてその個性と能力を十分に発揮することができるようにするこ

と。 

四 認知症の人の意向を十分に尊重しつつ、良質かつ適切な保健医療サービス及び福祉

サービスが切れ目なく提供されること。 

五 認知症の人に対する支援のみならず、その家族その他認知症の人と日常生活におい

て密接な関係を有する者（以下「家族等」という。）に対する支援が適切に行われる

ことにより、認知症の人及び家族等が地域において安心して日常生活を営むことがで

きるようにすること。 

六 認知症に関する専門的、学際的又は総合的な研究その他の共生社会の実現に資する

研究等を推進するとともに、認知症及び軽度の認知機能の障害に係る予防、診断及び

治療並びにリハビリテーション及び介護方法、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を

持って暮らすための社会参加の在り方及び認知症の人が他の人々と支え合いながら共

生することができる社会環境の整備その他の事項に関する科学的知見に基づく研究等

の成果を広く国民が享受できる環境を整備すること。 

七 教育、地域づくり、雇用、保健、医療、福祉その他の各関連分野における総合的な

取組として行われること。 

（国の責務） 

第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、認知症施策を総合的かつ計画的に策定し、及

び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第五条 地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえ

て、その地方公共団体の地域の状況に応じた認知症施策を総合的かつ計画的に策定し、

及び実施する責務を有する。 

（保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者の責務） 

第六条 保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者は、国及び地方公共団体が実施

する認知症施策に協力するとともに、良質かつ適切な保健医療サービス又は福祉サービ

スを提供するよう努めなければならない。 

（日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービスを提供する事業者の責務） 

第七条 公共交通事業者等（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平

成十八年法律第九十一号）第二条第五号の公共交通事業者等をいう。）、金融機関、小売

業者その他の日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービスを提供する事業者（前条

に規定する者を除く。第二十三条において同じ。）は、国及び地方公共団体が実施する

認知症施策に協力するとともに、そのサービスを提供するに当たっては、その事業の遂

行に支障のない範囲内において、認知症の人に対し必要かつ合理的な配慮をするよう努

めなければならない。 

（国民の責務） 

第八条 国民は、共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正しい知識及び

認知症の人に関する正しい理解を深めるとともに、共生社会の実現に寄与するよう努め

なければならない。 



40 

 

（認知症の日及び認知症月間） 

第九条 国民の間に広く認知症についての関心と理解を深めるため、認知症の日及び認知

症月間を設ける。 

２ 認知症の日は九月二十一日とし、認知症月間は同月一日から同月三十日までとする。 

３ 国及び地方公共団体は、認知症の日においてその趣旨にふさわしい事業を実施するよ

う努めるものとするとともに、認知症月間においてその趣旨にふさわしい行事が実施さ

れるよう奨励しなければならない。 

（法制上の措置等） 

第十条 政府は、認知症施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置

を講じなければならない。 

第二章 認知症施策推進基本計画等 

（認知症施策推進基本計画） 

第十一条 政府は、認知症施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、認知症施策推進基

本計画（以下この章及び第二十七条において「基本計画」という。）を策定しなければ

ならない。 

２ 基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達

成の時期を定めるものとする。 

３ 内閣総理大臣は、基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。 

４ 政府は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、イ

ンターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 

５ 政府は、適時に、第二項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をイ

ンターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 

６ 政府は、認知症に関する状況の変化を勘案し、及び認知症施策の効果に関する評価を

踏まえ、少なくとも五年ごとに、基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには

、これを変更しなければならない。 

７ 第三項及び第四項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

（都道府県認知症施策推進計画） 

第十二条 都道府県は、基本計画を基本とするとともに、当該都道府県の実情に即した都

道府県認知症施策推進計画（以下この条及び次条第一項において「都道府県計画」とい

う。）を策定するよう努めなければならない。 

２ 都道府県計画は、医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第三十条の四第一項に規定

する医療計画、社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第百八条第一項に規定する

都道府県地域福祉支援計画、老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第二十条の

九第一項に規定する都道府県老人福祉計画、介護保険法（平成九年法律第百二十三号）

第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画その他の法令の規定による

計画であって認知症施策に関連する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければ

ならない。 

３ 都道府県は、都道府県計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、認知症の人

及び家族等の意見を聴くよう努めなければならない。 
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４ 都道府県は、都道府県計画を策定したときは、遅滞なく、これをインターネットの利

用その他適切な方法により公表するよう努めなければならない。 

５ 都道府県は、適時に、都道府県計画に基づいて実施する施策の実施状況の評価を行い

、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表するよう努めなければ

ならない。 

６ 都道府県は、当該都道府県における認知症に関する状況の変化を勘案し、及び当該都

道府県における認知症施策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、都道

府県計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更するよう努めなけれ

ばならない。 

７ 第三項の規定は第五項の評価の結果の取りまとめを行おうとする場合について、第三

項及び第四項の規定は都道府県計画の変更について、それぞれ準用する。 

（市町村認知症施策推進計画） 

第十三条 市町村（特別区を含む。以下この項において同じ。）は、基本計画（都道府県

計画が策定されているときは、基本計画及び都道府県計画）を基本とするとともに、当

該市町村の実情に即した市町村認知症施策推進計画（次項及び第三項において「市町村

計画」という。）を策定するよう努めなければならない。 

２ 市町村計画は、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、老人福祉

法第二十条の八第一項に規定する市町村老人福祉計画、介護保険法第百十七条第一項に

規定する市町村介護保険事業計画その他の法令の規定による計画であって認知症施策に

関連する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。 

３ 前条第三項から第七項までの規定は、市町村計画について準用する。 

第三章 基本的施策 

（認知症の人に関する国民の理解の増進等） 

第十四条 国及び地方公共団体は、国民が、共生社会の実現を推進するために必要な認知

症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深めることができるよう、

学校教育及び社会教育における認知症に関する教育の推進、認知症の人に関する正しい

理解を深めるための運動の展開その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進） 

第十五条 国及び地方公共団体は、認知症の人が自立して、かつ、安心して他の人々と共

に暮らすことのできる安全な地域づくりの推進を図るため、移動のための交通手段の確

保、交通の安全の確保、地域において認知症の人を見守るための体制の整備その他の必

要な施策を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、認知症の人が自立した日常生活及び社会生活を営むことがで

きるよう、国、地方公共団体、事業者及び民間団体等の密接な連携の下に、認知症の人

にとって利用しやすい製品及びサービスの開発及び普及の促進、事業者が認知症の人に

適切に対応するために必要な指針の策定、民間における自主的な取組の促進その他の必

要な施策を講ずるものとする。 
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（認知症の人の社会参加の機会の確保等） 

第十六条 国及び地方公共団体は、認知症の人が生きがいや希望を持って暮らすことがで

きるよう、認知症の人が自らの認知症に係る経験等を共有することができる機会の確保

、認知症の人の社会参加の機会の確保その他の必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、若年性認知症の人（六十五歳未満で認知症となった者をいう

。以下この項において同じ。）その他の認知症の人の意欲及び能力に応じた雇用の継続

、円滑な就職等に資するよう、事業主に対する若年性認知症の人その他の認知症の人の

就労に関する啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護） 

第十七条 国及び地方公共団体は、認知症の人の意思決定の適切な支援及び権利利益の保

護を図るため、認知症の人の意思決定の適切な支援に関する指針の策定、認知症の人に

対する分かりやすい形での情報提供の促進、消費生活における被害を防止するための啓

発その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等） 

第十八条 国及び地方公共団体は、認知症の人がその居住する地域にかかわらず等しくそ

の状況に応じた適切な医療を受けることができるよう、認知症に係る専門的な医療又は

認知症の人の心身の状況に応じた良質かつ適切な認知症の人に対する医療の提供等を行

う医療機関の整備その他の医療提供体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものと

する。 

２ 国及び地方公共団体は、認知症の人に対し良質かつ適切な保健医療サービス及び福祉

サービスを適時にかつ切れ目なく提供するため、地域における医療及び介護の総合的な

確保の促進に関する法律（平成元年法律第六十四号）第二条第一項に規定する地域包括

ケアシステムを構築することを通じ、保健及び医療並びに福祉の相互の有機的な連携の

確保その他の必要な施策を講ずるものとする。 

３ 国及び地方公共団体は、個々の認知症の人の状況に応じた良質かつ適切な保健医療サ

ービス及び福祉サービスが提供されるよう、認知症の人の保健、医療又は福祉に関する

専門的知識及び技術を有する人材の確保、養成及び資質の向上その他の必要な施策を講

ずるものとする。 

（相談体制の整備等） 

第十九条 国及び地方公共団体は、関係機関及び民間団体相互の有機的連携の下に、認知

症の人又は家族等からの各種の相談に対し、個々の認知症の人の状況又は家族等の状況

にそれぞれ配慮しつつ総合的に応ずることができるようにするため必要な体制の整備を

図るものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、認知症の人又は家族等が孤立することのないよう、認知症の

人又は家族等が互いに支え合うために交流する活動に対する支援、関係機関の紹介その

他の必要な情報の提供及び助言その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（研究等の推進等） 

第二十条 国及び地方公共団体は、認知症の本態解明、認知症及び軽度の認知機能の障害

に係る予防、診断及び治療並びにリハビリテーション及び介護方法その他の事項につい
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ての基礎研究及び臨床研究の推進並びにその成果の普及のために必要な施策を講ずるも

のとする。 

２ 国及び地方公共団体は、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすための社

会参加の在り方、認知症の人が他の人々と支え合いながら共生することができる社会環

境の整備その他の事項についての調査研究及び検証並びにその成果の活用のために必要

な施策を講ずるものとする。 

３ 国は、共生社会の実現に資する研究等の基盤を構築するため、官民の連携を図るとと

もに、全国的な規模の追跡調査の実施の推進、治験の迅速かつ容易な実施のための環境

の整備、当該研究等への認知症の人及び家族等の参加の促進、当該研究等の成果の実用

化のための環境の整備、当該研究等に係る情報の蓄積、管理及び活用のための基盤の整

備その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（認知症の予防等） 

第二十一条 国及び地方公共団体は、希望する者が科学的知見に基づく適切な認知症及び

軽度の認知機能の障害の予防に取り組むことができるよう、予防に関する啓発及び知識

の普及並びに地域における活動の推進、予防に係る情報の収集その他の必要な施策を講

ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、認知症及び軽度の認知機能の障害の早期発見、早期診断及び

早期対応を推進するため、介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支

援センター、医療機関、民間団体等の間における連携協力体制の整備、認知症及び軽度

の認知機能の障害に関する情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（認知症施策の策定に必要な調査の実施） 

第二十二条 国は、認知症施策を適正に策定し、実施し、及び評価するため、必要な調査

の実施及び当該調査に必要な体制の整備を図るものとする。 

（多様な主体の連携） 

第二十三条 国は、国、地方公共団体、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者、

日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービスを提供する事業者等の多様な主体が相互

に連携して認知症施策に取り組むことができるよう必要な施策を講ずるものとする。 

（地方公共団体に対する支援） 

第二十四条 国は、地方公共団体が実施する認知症施策を支援するため、情報の提供その

他必要な施策を講ずるものとする。 

（国際協力） 

第二十五条 国は、認知症施策を国際的協調の下に推進するため、外国政府、国際機関又

は関係団体等との情報の交換その他必要な施策を講ずるものとする。 

第四章 認知症施策推進本部 

（設置） 

第二十六条 認知症施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、認知症施策推進本

部（以下「本部」という。）を置く。 
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（所掌事務） 

第二十七条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 基本計画の案の作成及び実施の推進に関すること。 

二 関係行政機関が基本計画に基づいて実施する施策の総合調整及び実施状況の評価に

関すること。 

三 前二号に掲げるもののほか、認知症施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調

整に関すること。 

２ 本部は、次に掲げる場合には、あらかじめ、認知症施策推進関係者会議の意見を聴か

なければならない。 

一 基本計画の案を作成しようとするとき。 

二 前項第二号の評価について、その結果の取りまとめを行おうとするとき。 

３ 前項（第一号に係る部分に限る。）の規定は、基本計画の変更の案の作成について準

用する。 

（組織） 

第二十八条 本部は、認知症施策推進本部長、認知症施策推進副本部長及び認知症施策推

進本部員をもって組織する。 

（認知症施策推進本部長） 

第二十九条 本部の長は、認知症施策推進本部長（以下「本部長」という。）とし、内閣

総理大臣をもって充てる。 

２ 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 

（認知症施策推進副本部長） 

第三十条 本部に、認知症施策推進副本部長（次項及び次条第二項において「副本部長」

という。）を置き、内閣官房長官、健康・医療戦略推進法（平成二十六年法律第四十八

号）第二十四条第一項に規定する健康・医療戦略担当大臣及び厚生労働大臣をもって充

てる。 

２ 副本部長は、本部長の職務を助ける。 

（認知症施策推進本部員） 

第三十一条 本部に、認知症施策推進本部員（次項において「本部員」という。）を置く

。 

２ 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。 

（資料の提出その他の協力） 

第三十二条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政

機関、地方公共団体、独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）

第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。）及び地方独立行政法人（地方独立行政

法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう

。）の長並びに特殊法人（法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別

の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法（平成十一年法律第九十一

号）第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。）の代表者に対して、資料

の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。 
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２ 本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定

する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 

（認知症施策推進関係者会議） 

第三十三条 本部に、第二十七条第二項（同条第三項において準用する場合を含む。）に

規定する事項を処理するため、認知症施策推進関係者会議（次条において「関係者会議

」という。）を置く。 

第三十四条 関係者会議は、委員二十人以内で組織する。 

２ 関係者会議の委員は、認知症の人及び家族等、認知症の人の保健、医療又は福祉の業

務に従事する者その他関係者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 

３ 関係者会議の委員は、非常勤とする。 

（事務） 

第三十五条 本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官

補が掌理する。 

（主任の大臣） 

第三十六条 本部に係る事項については、内閣法（昭和二十二年法律第五号）にいう主任

の大臣は、内閣総理大臣とする。 

（政令への委任） 

第三十七条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。 

（検討） 

２ 本部については、この法律の施行後五年を目途として総合的な検討が加えられ、その

結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

３ 前項に定める事項のほか、国は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施

行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の

措置を講ずるものとする。 

 

 

 

 

 

 


